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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成28年4月14日(2016.4.14)

【公開番号】特開2014-191129(P2014-191129A)
【公開日】平成26年10月6日(2014.10.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-055
【出願番号】特願2013-65415(P2013-65415)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｆ   1/1339   (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/13     (2006.01)
   Ｇ０２Ｆ   1/1345   (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｆ    1/1339   ５００　
   Ｇ０２Ｆ    1/13     １０１　
   Ｇ０２Ｆ    1/1345   　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成28年2月25日(2016.2.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　第１基板と、
　前記第１基板と対向する位置に配置された第２基板と、
　前記第１，第２基板間の距離を一定範囲に保持するスペーサ材と、
　前記スペーサ材と同じ材料により形成され、かつ、前記第１基板の額縁領域のコーナー
部において当該第１基板のマザー基板からの切断ラインの交差部分の周辺領域に形成され
た切断マークと、
　前記第１，第２基板の表示領域を囲むシール材と、
　前記スペーサ材と同じ材料により形成され、前記切断ラインに沿って、かつ、前記第１
基板において前記切断マークに対して予め定められた間隔をあけて形成された切断補助パ
ターンとを備え、
　前記シール材は、前記第１，第２基板の額縁領域のコーナー部において液晶の注入口を
形成する２つの突出部を有するように分割され、当該２つの突出部の先端がそれぞれ前記
切断マークと前記切断補助パターンに当接するように形成された、液晶表示装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項７】
　請求項３から請求項５のいずれか１つに記載の液晶表示装置の製造方法であって、
　前記切断マークまたは前記切断補助パターンは、前記スペーサ材と同時に形成された、
液晶表示装置の製造方法。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
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【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　本発明に係る液晶表示装置は、第１基板と、前記第１基板と対向する位置に配置された
第２基板と、前記第１，第２基板の額縁領域のコーナー部に形成されたトランスファ材と
、前記第１，第２基板間の距離を一定範囲に保持するスペーサ材と、前記スペーサ材と同
じ材料により形成され、かつ、前記第１基板において当該第１基板のマザー基板からの切
断ラインと前記トランスファ材との間に形成された切断マークとを備えたものである。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　また、本発明に係る液晶表示装置の製造方法では、前記切断マークまたは前記切断補助
パターンは、前記スペーサ材と同時に形成されたものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４７】
　ＣＦ基板９は、透明基板である厚み０．１ｍｍ程度の極薄ガラスにより形成されたガラ
ス基板５１を備えている。さらに、ＣＦ基板９は、ガラス基板５１の一方の面に液晶を配
向させる配向膜５２と、配向膜５２の上部に配置されＴＦＴ基板８上の画素電極４３との
間に電界を生じ液晶を駆動する共通電極５３と、共通電極５３の上部に設けられるそれぞ
れのカラーフィルタ５４間を遮光するため、或いは表示領域３０に対応する領域外側に配
置される額縁領域３１を遮光するために設けられる遮光層であるブラックマトリクス（Bl
ack Matrix：ＢＭ）５５などを備えている。また、ガラス基板５１の他方の面には、２画
面ディスプレイとして、視野方向を２方向に分離する遮光層である視差バリア５６が配置
されており、視差バリア５６においては、画素内に配置されるＢＭ５５の開口部とずれた
位置にスリット状の開口部が形成され、視野方向を分離し制限している。さらに、視差バ
リア５６よりも外側（上側）には、偏光板６５が配置されている。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　マザーＴＦＴ基板とマザーＣＦ基板１９の製造方法については一般的な方法を用いても
よいため、簡単に説明する。先ず、マザーＴＦＴ基板については、公知の製造方法を利用
して、ガラス基板４１の一方の面に、成膜、フォトリソグラフィー法によるパターニング
、エッチング等のパターン形成工程を繰り返し用いてＴＦＴ４４および画素電極４３、ゲ
ート配線４６およびソース配線４７などの配線層、さらに信号端子４８、トランスファ電
極を形成することにより製造される。
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